
日米地位協定 

第十二条 

１ 合衆国は、この協定の目的のため又はこの協定で認められるところにより日本国

で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、供給者又は工事を行なう者

の選択に関して制限を受けないで契約することができる。そのような需品又は工事

は、また、両政府の当局間で合意されるときは、日本国政府を通じて調達すること

ができる。 

２ 現地で供給される合衆国軍隊の維持のため必要な資材、需品、備品、及び役務で

その調達が日本国の経済に不利な影響を及ぼすおそれがあるものは、日本国の権限

のある当局との調整の下に、また、望ましいときは日本国の権限のある当局を通じ

て又はその援助を得て、調達しなければならない。 

３ 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用

のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租税を免除される。 

（ａ） 物品税 

（ｂ） 通行税 

（ｃ） 揮発油税 

（ｄ） 電気ガス税 

 最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務は、

合衆国軍隊の適当な証明書があれば、物品税及び揮発油税を免除される。両政府

は、この条に明示していない日本の現在の又は将来の租税で、合衆国軍隊によつて

調達され、又は最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品

及び役務の購入価格の重要なかつ容易に判別することができる部分をなすと認めら

れるものに関しては、この条の目的に合致する免税又は税の軽減を認めるための手

続について合意するものとする。 

４ 現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の

当局の援助を得て充足される。 



５ 所得税、地方住民税及び社会保障のための納付金を源泉徴収して納付するための

義務並びに、相互間で別段の合意をする場合を除くほか、賃金及び諸手当に関する

条件その他の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関

する労働者の権利は、日本国の法令で定めるところによらなければならない。 

６ 合衆国軍隊又は、適当な場合には、第十五条に定める機関により労働者が解職さ

れ、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が

最終的のものとなつた場合には、次の手続が適用される。 

（ａ） 日本国政府は、合衆国軍隊又は前記の機関に対し、裁判所又は労働委員会の

決定を通報する。 

（ｂ） 合衆国軍隊又は前記の機関が当該労働者を就労させることを希望しないとき

は、合衆国軍隊又は前記の機関は、日本国政府から裁判所又は労働委員会の決定に

ついて通報を受けた後七日以内に、その旨を日本国政府に通告しなければならず、

暫定的にその労働者を就労させないことができる。 

（ｃ） 前記の通告が行なわれたときは、日本国政府及び合衆国軍隊又は前記の機関

は、事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議しなければならない。 

（ｄ） （ｃ）の規定に基づく協議の開始の日から三十日の期間内にそのような解決

に到達しなかつたときは 当該労働者は、就労することができない。このような

場合には 合衆国政府は、日本国政府に対し、両政府間で合意される期間の当該

労働者の雇用の費用に等しい額を支払わなければならない。 

７ 軍属は、雇用の条件に関して日本国の法令に服さない。 

８ 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、日本国における物品及び役

務の個人的購入について日本国の法令に基づいて課される租税又は類似の公課の免

除をこの条の規定を理由として享有することはない。 

８ ３に掲げる租税の免除を受けて日本国で購入した物は、日本国及び合衆国の当局

が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除くほか、当該租税の免除を

受けて当該物を購入する権利を有しない者に対して日本国内で処分してはならな

い。 


